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第５章　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制

　国及び県等と連携し、幼児期の質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援
事業が適切に提供されるよう、計画的に提供体制を確保するとともに、その利用を
支援するため、それぞれの家庭や子どもの状況に応じ、子ども・子育て支援給付を
保障するとともに、地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊娠・出産期から切れ
目ない支援を行います。

１　提供区域
　「子ども・子育て支援法第61条」により、地理的条件、人口、交通事情その他の
社会的条件及び教育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案して�「教育・保育提供
区域」を設定することが義務付けられていることから、次のとおり「教育・保育」
及び「地域子ども・子育て支援事業」の提供区域を定めます。

■　教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園） 14区域
■　地域子ども・子育て支援事業
□　延長保育事業 市内全域

□　放課後児童健全育成事業 小学校区域

□　子育て短期支援事業 市内全域

□　乳児家庭全戸訪問事業 市内全域

□　育児支援家庭訪問事業 市内全域

□　地域子育て支援拠点事業 14区域

□　一時預かり事業 14区域

□　病児・病後児保育事業 市内全域

□　ファミリー・サポート・センター事業 市内全域

□　妊婦健康診査・健康相談事業 市内全域

□　利用者支援事業（基本、特定、母子保健型） 市内全域
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14区域の内訳

町　丁　目　名

①中央地区

名山町、平之町、東千石町、西千石町、中町、金生町、照国町、泉町、住吉町、
堀江町、大黒町、呉服町、新町、船津町、城南町、松原町、南林寺町、甲突町、
錦江町、新屋敷町、樋之口町、山之口町、千日町、加治屋町、中央町、上之園町、
上荒田町

②上町地区

坂元町、西坂元町、東坂元１～４丁目、清水町、祇園之洲町、皷川町、池之上町、
稲荷町、春日町、柳町、浜町、上竜尾町、下竜尾町、冷水町、長田町、大竜町、
上本町、小川町、本港新町、易居町、山下町、城山町、玉里団地１～３丁目、
若葉町、吉野町の一部（磯、花倉、三船、竜ヶ水及び平松）

③鴨池地区

高麗町、荒田１～２丁目、与次郎１～２丁目、下荒田１～４丁目、天保山町、
鴨池新町、鴨池１～２丁目、唐湊３～４丁目、郡元町、郡元１～３丁目、南郡元町、
東郡元町、真砂町、真砂本町、三和町、南新町、日之出町、紫原１～６丁目、
西紫原町、桜ヶ丘７～８丁目、宇宿１～９丁目、中央港新町、新栄町、向陽２丁目

④城西地区
城山１～２丁目、新照院町、草牟田町、草牟田１～２丁目、玉里町、永吉１～３丁目、
明和１～５丁目、原良町、原良１～７丁目、薬師１～２丁目、城西１～３丁目、
鷹師１～２丁目、常盤町、常盤１～２丁目、西田１～３丁目

⑤武・田上地区
武１～３丁目、唐湊１～２丁目、紫原７丁目、向陽１丁目、広木１～３丁目、田上町、
田上１～８丁目、田上台１～４丁目、西別府町、武岡１～６丁目、西陵１～８丁目、
小野町の一部（西之谷）

⑥谷山北部地区
五ヶ別府町、星ヶ峯１～６丁目、皇徳寺台１～５丁目、山田町、中山町、
中山１～２丁目、自由ヶ丘１～２丁目、桜ヶ丘１～６丁目、小原町、魚見町、
東谷山１～７丁目、清和１～２丁目、希望ヶ丘町、小松原１～２丁目、東開町

⑦谷山地区

上福元町、谷山中央１～８丁目、下福元町、慈眼寺町、谷山塩屋町、和田町、
和田１～３丁目、平川町、卸本町、南栄１～６丁目、七ッ島１～２丁目、
谷山港１～３丁目、錦江台１～３丁目、坂之上１～８丁目、光山１～２丁目、
西谷山１～４丁目、清和３～４丁目

伊敷町、伊敷１～８丁目、伊敷台１～７丁目、西伊敷１～７丁目、千年１～２丁目、
花野光ヶ丘１～２丁目、下伊敷町、下伊敷１～３丁目、小野町（西之谷を除く）、
小野１～４丁目、犬迫町、小山田町、皆与志町

岡之原町、緑ヶ丘町、川上町、下田町、吉野町（磯、花倉、三船、竜ヶ水及び平松を
除く）、大明丘１～３丁目、吉野１～２丁目

桜島赤水町、桜島赤生原町、桜島小池町、桜島西道町、桜島白浜町、桜島武町、
桜島藤野町、桜島二俣町、桜島松浦町、桜島横山町、新島町、野尻町、持木町、
東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町

西佐多町、東佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡１～３丁目

喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入生見町、喜入前之浜町、喜入町、喜入一倉町

石谷町、入佐町、上谷口町、直木町、春山町、福山町、松陽台町、四元町、平田町

花尾町、有屋田町、川田町、郡山町、郡山岳町、西俣町、東俣町、油須木町

地　域

谷
山
地
域

中
央
地
域

⑭郡山地域

⑬松元地域

⑫喜入地域

⑪吉田地域

⑩桜島地域

⑨吉野地域

⑧伊敷地域
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２　教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及び　　　
その実施時期

　保護者の就労状況及びその変化等のみならず、子どもの教育・保育施設の利用状
況及び利用希望を踏まえ、需給バランスを勘案しながら提供体制を確保していきま
す。

⑴　量の見込みの算出の考え方
・【１号】及び【２号】（教育ニーズ）については、実際の利用者数と比較して
ニーズ調査の数値が大きく下回っていたことから、地域別に平成２７年度から
令和元年度における就学前児童のうち幼稚園等を利用している児童の割合の推
移を基に教育需要の見込みを算出し、推計児童数に乗じて算出する。

・【２号】及び【３号】については、実際の利用者数と比較してニーズ調査の数
値が大きく上回っていたことから、地域別に平成２７年度から令和元年度にお
ける就学前児童のうち、保育所等の利用申込みを行っている児童の割合の推移
を基に保育需要の見込みを算出し、推計児童数に乗じて算出する。
　なお、保育需要は増加傾向にあるものの、就学前児童数は減少傾向にあること
を踏まえ、中間年見直しを行う令和４年度の量の見込みを令和５・６年度に据
え置くこととする。

⑵　確保方策の考え方
・【１号】及び【２号】（教育ニーズ）の量の見込みに対して、確保方策が不足す
る地域があるが、全市域的には確保方策が量の見込みを上回っていることから、
他の地域の確保方策により補完されることが見込まれる。
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　幼稚園、保育所、認定こども園などの利用を希望される保護者の方は、利用の
ための認定を受けていただき、以下の３つの認定区分に応じて利用先が決まって
いきます。
【１号認定】子どもが満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合

�利用先 ���：幼稚園、認定こども園
【２号認定】子どもが満３歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育所等での

保育を希望される場合
�利用先 �：保育所、認定こども園

【３号認定】子どもが満３歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育所等での
保育を希望される場合
�利用先 �：保育所、認定こども園
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・【２号】及び【３号】の量の見込みに対して、確保方策が不足する地域につい
ては、確保必要数として各年度に示す数を教育・保育施設により確保すること
とする。

・国の子ども・子育て支援事業計画基本指針に基づき、令和４年度までの量の見
込みに対応する教育・保育施設を令和２年度末までに前倒しして確保を図るこ
ととする。

⑶　確保必要数の確保に当たっての考え方
・確保必要数は、【２号】、【３号（0歳）】、【３号（1･2歳）】の過不足の合計によ
り算出することとし、新たに確保する数は、年齢ごとに均等に設定することを
基本とする。

（既存施設の活用）
就学前児童数が減少していく見込みであることや、施設整備には一定の
期間を要すること、また保育士等の確保が困難となっている現状を踏まえ、
既存施設の活用を優先することとする。

（確保必要数の確保の手法）
量の見込みに対し、確保方策が不足する場合にあっては、原則として以
下のア〜ウにより優先的に確保を図ることとし、補完できなかった場合、
エ〜キによる整備手法を検討し、確保を図ることとする。
ア　幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行による定員増
イ　保育所・幼保連携型認定こども園の定員増
ウ　保育所から定員増を伴う幼保連携型認定こども園への移行
エ　幼稚園の増築等による幼保連携型認定こども園への移行
オ　保育所・幼保連携型認定こども園の増築等による定員増
カ　保育所の増築等により定員増を伴う幼保連携型認定こども園への移行
キ　新設保育所・幼保連携型認定こども園の整備

133 134



第
５
章

（全市域）
（単位：人）

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 680 ▲ 522 ▲ 477 ▲ 464 ▲ 479 ▲ 571

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 479 ▲ 571 ▲ 479 ▲ 571 ▲ 565 ▲ 581

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

【参考】 元年度実績

【3号】

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

―

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②確保方策

５年度 ６年度

②－①

【3号】 【3号】

②－①

②確保方策

①量の見込み

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

「量の見込み」 幼稚園・保育所等の利用状況等から見込まれる教育・保育を必要とする子どもの数

【２号】（教育ニーズ）：幼稚園等を希望する子どものうち、預かり保育を利用する子どもの数

「確 保 方 策」 【１号】、【２号】（教育ニーズ）：幼稚園・認定こども園の利用定員（＊）

【２号】、【３号】：保育所・認定こども園の利用定員、企業主導型保育施設（地域枠）の定員

（＊利用定員：各施設ごとに、認可定員の範囲内で認定区分ごとに設定した数）

「確保必要数」 「量の見込み」に対する「確保方策」の不足に対応する確保の内容とその必要数

※本市では教育・保育施設（幼稚園、保育所、認定こども園）により確保することとする。

※満３歳未満の推計児童数に占める保育所及び認定こども園の 【３号】の利用定員数の割合

【参考】満３歳未満の子どもの保育利用率
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（中央地区）

（上町地区）

（単位：人）

（単位：人）

【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ―

【参考】 元年度実績

【3号】 【3号】

４年度

―

―

【3号】

【3号】

②－①

― ― ― ―

確

保

必

要

数

― ―

①量の見込み

②確保方策

― ― ―

―

②確保方策

【3号】

２年度 ３年度

【3号】

５年度 ６年度

確

保

必

要

数

―

― ―

②－①

①量の見込み

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 13 ▲ 28 ▲ 8 ▲ 25 ▲ 5 ▲ 24

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 5 ▲ 24 ▲ 5 ▲ 24 ▲ 44

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

―

― ― ― ― ―

②－① ▲ 15 ▲ 7

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

▲ 13
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（鴨池地区）

（城西地区）

（単位：人）

（単位：人）

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 79 ▲ 91 ▲ 75 ▲ 111 ▲ 55 ▲ 124

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 55 ▲ 124 ▲ 55 ▲ 124 ▲ 90 ▲ 83

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②－①

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 66 ▲ 30 ▲ 47 ▲ 25 ▲ 44 ▲ 31

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 44 ▲ 31 ▲ 44 ▲ 31 ▲ 60 ▲ 35

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②－①

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

137 138



第
５
章

（単位：人）

（単位：人）

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 171 ▲ 47 ▲ 127 ▲ 13 ▲ 148 ▲ 15

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 148 ▲ 15 ▲ 148 ▲ 15 ▲ 122 ▲ 54

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

②－①

―

②確保方策

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

②確保方策

①量の見込み

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 206 ▲ 162 ▲ 114 ▲ 123 ▲ 106 ▲ 144

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 106 ▲ 144 ▲ 106 ▲ 144 ▲ 177 ▲ 168

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②－①

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

（谷山北部地区）

（武・田上地区）

137 138
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章

（谷山地区）

（伊敷地域）

（単位：人）

（単位：人）

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 54 ▲ 166 ▲ 4 ▲ 167 ▲ 10 ▲ 213

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 10 ▲ 213 ▲ 10 ▲ 213 ▲ 45 ▲ 188

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

―

― ― ― ― ―

②－① ▲ 20 ▲ 5

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

▲ 8

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 47 ▲ 51 ▲ 45 ▲ 52 ▲ 31 ▲ 54

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 31 ▲ 54 ▲ 31 ▲ 54 ▲ 37 ▲ 46

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

―

― ― ― ― ―

②－① ▲ 39 ▲ 17

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

▲ 47

139 140
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５
章

（吉野地域）

（桜島地域）

（単位：人）

（単位：人）

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 116 ▲ 16 ▲ 107 ▲ 9 ▲ 126 ▲ 24

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 126 ▲ 24 ▲ 126 ▲ 24 ▲ 79 ▲ 26

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②－①

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②－①

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

139 140
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（吉田地域）

（喜入地域）

（単位：人）

（単位：人）

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 4 ▲ 2

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 4

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②－①

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 16 ▲ 14 ▲ 12

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 12 ▲ 12 ▲ 16

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数
― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－① ▲ 18 ▲ 18

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数
― ― ― ― ―

②－① ▲ 17 ▲ 18 ▲ 18

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

▲ 14

141 142
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（松元地域）

（郡山地域）

（単位：人）

（単位：人）

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 11 ▲ 22

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 22 ▲ 22 ▲ 26 ▲ 5

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数
― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－① ▲ 65 ▲ 65

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数
― ― ― ― ―

②－① ▲ 73 ▲ 70 ▲ 65

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

▲ 84

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 10 ▲ 12 ▲ 14

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ― ― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 14 ▲ 14 ▲ 11

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ― ― ―

地域型保育事業 ― ―

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

②確保方策

①量の見込み

【3号】 【3号】

②－①

５年度 ６年度 【参考】 元年度実績

【3号】

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②－①

―

②確保方策

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】
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３　地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保
の内容及びその実施時期

　地域子ども・子育て支援事業についても、現在の利用状況及び利用希望を踏まえ、
次のとおり量を見込み、提供体制を確保していきます。

地域子ども・子育て支援事業における「量の見込み」及び「確保方策」

「量の見込み」 ： 各サービスの現在の利用状況等から見込まれる各サービス

の必要量

「確保方策」 ： 「量の見込み」に対する各サービスの提供量

※ 　単位等は、サービスを利用する児童や保護者の人数、日数、回数や、

事業の実施か所数などを各事業内容に応じて設定

事 業 名 延長保育事業

対象年齢 ０～５歳

内 容 通常の利用時間以外の日及び時間において、保育所等で引き続き保育を実施する。

量の見込み

算出の考え方

・延長保育は、保育所及び認定こども園の入所児童（２号・３号認定）が利用す

るものであるため、保育の量の見込み（２号・３号認定）と密接な関係がある。

・このことから、令和２年から６年度の保育の量の見込みの数値に、平成２７年

から令和元年度の保育の量の見込みに占める延長保育事業の実利用人数の割合

の平均（ ）を乗じて算出する。

確保方策の

考え方

原則、全ての施設・事業で実施することとし、延長保育時間については、利用者の

ニーズ等を踏まえ対応するものとする。

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

143 144
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事 業 名 放課後児童健全育成事業

対象年齢 小学生

内 容

労働等により昼間保護者のいない小学校児童に対して、適切な遊びと生活の場とし

て児童クラブを設置し、当該児童の健全な育成を図る。

本市では、市が設置し運営委員会等への委託により実施する児童クラブのほか、市

が助成を行っている民間児童クラブ等において、放課後児童健全育成事業が行われ

ている。

量の見込み

算出の考え方

区域別・年齢別推計児童数に、平均増加率を考慮した利用希望率を乗じる方法で、

校区ごとに算出する。

令和元年５月１日現在の校区別・学年別利用希望者数を、令和元年５月１日現

在の校区別・年齢別住民基本台帳人口で除して、利用希望率を算出（校区・学

年ごとに算出）

利用希望率の増加を考慮して、学年別に全校区の平成 年度から令和元年度

の利用希望率の平均増加率を算出し、同平均増加率を、令和元年度の利用希望

率に順次加算して、令和２年度から６年度までの利用希望率を算出

各学校を 区域に振り分け、区域ごとに令和元年５月１日現在の校区別・年

齢別住民基本台帳人口の合計を算出し、各区域における校区ごと・年齢ごとの

人口の構成比を算出

で算出した構成比を、令和 年度以降の区域別・年齢別推計児童数に乗じ

て、校区ごとの児童数を算出

・ で算出した各年度の児童数に、（ ）・ で算出した各年度の利用希望

率を乗じて、令和２年度から６年度までの量の見込みを算出

≪参考：活用する基礎データ≫

令和元年５月１日現在の校区別・学年別利用希望者数（民間（補助）の利用者

を含む）

令和元年５月１日現在の校区別・年齢別住民基本台帳人口

平成 年度から令和元年度の利用希望率

コーホート変化率法を用いて算出した区域別・年齢別推計児童数

確保方策の

考え方

次の考え方に基づき、年次的に施設整備等を実施し確保を図る。

・令和３年度の待機児童解消に取り組む。

・放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例に規定する基準（児

童１人あたり面積：おおむね ㎡以上／児童の集団の規模：おおむね 人以

下）に満たない児童クラブの解消を図る。

143 144



第
５
章

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

元年度実績

全
市
域

低学年

（小 ）

①量の見込み

②確 保 方 策

②－① ▲

高学年

（小 ）

①量の見込み

②確 保 方 策

②－① ▲ ▲

計

①量の見込み

②確 保 方 策

②－① ▲ ▲
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吉田小 本名小 宮小 本城小 牟礼岡小 南方小 花尾小 郡山小 川上小 吉野小 吉野東小 大明丘小

▲ 2

▲ 1 ▲ 7

▲ 1 ▲ 9

▲ 22

▲ 22

元
年
度
実
績

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

計

　①量の見込み

②確保方策

②－①

②確保方策

②確保方策

　①量の見込み

　①量の見込み

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②－①

　①量の見込み

②－①

低
学
年

  ①量の見込み

②－①

　①量の見込み

②－①

高
学
年

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②確保方策

高
学
年

　①量の見込み

②－①

計

　①量の見込み

②－①

②確保方策

②確保方策

②確保方策

低
学
年

計

　①量の見込み

②－①

３
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②－①

２
年
度

計

②確保方策

４
年
度

②－①

計

　①量の見込み

②－①

５
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

６
年
度

高
学
年

　①量の見込み

計

145 146
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元
年
度
実
績

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

計

　①量の見込み

②確保方策

②－①

②確保方策

②確保方策

　①量の見込み

　①量の見込み

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②－①

　①量の見込み

②－①

低
学
年

  ①量の見込み

②－①

　①量の見込み

②－①

高
学
年

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②確保方策

高
学
年

　①量の見込み

②－①

計

　①量の見込み

②－①

②確保方策

②確保方策

②確保方策

低
学
年

計

　①量の見込み

②－①

３
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②－①

２
年
度

計

②確保方策

４
年
度

②－①

計

　①量の見込み

②－①

５
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

６
年
度

高
学
年

　①量の見込み

計

坂元小 坂元台小 清水小 大龍小 名山小 山下小 松原小 城南小 草牟田小 原良小 明和小 武岡小

▲ 19

▲ 19

▲ 18

▲ 18
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元
年
度
実
績

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

計

　①量の見込み

②確保方策

②－①

②確保方策

②確保方策

　①量の見込み

　①量の見込み

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②－①

　①量の見込み

②－①

低
学
年

  ①量の見込み

②－①

　①量の見込み

②－①

高
学
年

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②確保方策

高
学
年

　①量の見込み

②－①

計

　①量の見込み

②－①

②確保方策

②確保方策

②確保方策

低
学
年

計

　①量の見込み

②－①

３
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②－①

２
年
度

計

②確保方策

４
年
度

②－①

計

　①量の見込み

②－①

５
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

６
年
度

高
学
年

　①量の見込み

計

武岡台小 西田小 武　小 田上小 西陵小 広木小 中洲小 荒田小 八幡小 中郡小 紫原小 西紫原小

▲ 6 ▲ 9 ▲ 8 ▲ 7

▲ 6 ▲ 9 ▲ 8 ▲ 7

▲ 5 ▲ 5 ▲ 3

▲ 5 ▲ 5 ▲ 3
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元
年
度
実
績

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

計

　①量の見込み

②確保方策

②－①

②確保方策

②確保方策

　①量の見込み

　①量の見込み

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②－①

　①量の見込み

②－①

低
学
年

  ①量の見込み

②－①

　①量の見込み

②－①

高
学
年

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②確保方策

高
学
年

　①量の見込み

②－①

計

　①量の見込み

②－①

②確保方策

②確保方策

②確保方策

低
学
年

計

　①量の見込み

②－①

３
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②－①

２
年
度

計

②確保方策

４
年
度

②－①

計

　①量の見込み

②－①

５
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

６
年
度

高
学
年

　①量の見込み

計

鴨池小 南　小 宇宿小 向陽小 伊敷小 花野小 西伊敷小 伊敷台小 玉江小 小山田小 犬迫小 皆与志小
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元
年
度
実
績

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

計

　①量の見込み

②確保方策

②－①

②確保方策

②確保方策

　①量の見込み

　①量の見込み

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②－①

　①量の見込み

②－①

低
学
年

  ①量の見込み

②－①

　①量の見込み

②－①

高
学
年

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②確保方策

高
学
年

　①量の見込み

②－①

計

　①量の見込み

②－①

②確保方策

②確保方策

②確保方策

低
学
年

計

　①量の見込み

②－①

３
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②－①

２
年
度

計

②確保方策

４
年
度

②－①

計

　①量の見込み

②－①

５
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

６
年
度

高
学
年

　①量の見込み

計

東桜島小 高免小 黒神小 桜洲小 桜峰小 松元小 東昌小 春山小 石谷小 谷山小 西谷山小 東谷山小
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元
年
度
実
績

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

計

　①量の見込み

②確保方策

②－①

②確保方策

②確保方策

　①量の見込み

　①量の見込み

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②－①

　①量の見込み

②－①

低
学
年

  ①量の見込み

②－①

　①量の見込み

②－①

高
学
年

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②確保方策

高
学
年

　①量の見込み

②－①

計

　①量の見込み

②－①

②確保方策

②確保方策

②確保方策

低
学
年

計

　①量の見込み

②－①

３
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②－①

２
年
度

計

②確保方策

４
年
度

②－①

計

　①量の見込み

②－①

５
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

６
年
度

高
学
年

　①量の見込み

計

清和小 和田小 錦江台小 福平小 平川小 錫山小 中山小 桜丘西小 桜丘東小 星峯西小 星峯東小 宮川小

▲ 16

▲ 26 ▲ 8

▲ 42 ▲ 8

▲ 15

▲ 15
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（単位：人）放課後児童健全育成事業　小学校ごとの量の見込み及び確保方策
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元
年
度
実
績

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

計

　①量の見込み

②確保方策

②－①

②確保方策

②確保方策

　①量の見込み

　①量の見込み

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②確保方策

②－①

　①量の見込み

②－①

低
学
年

  ①量の見込み

②－①

　①量の見込み

②－①

高
学
年

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②確保方策

高
学
年

　①量の見込み

②－①

計

　①量の見込み

②－①

②確保方策

②確保方策

②確保方策

低
学
年

計

　①量の見込み

②－①

３
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

高
学
年

　①量の見込み

②－①

②－①

２
年
度

計

②確保方策

４
年
度

②－①

計

　①量の見込み

②－①

５
年
度

低
学
年

　①量の見込み

②確保方策

②－①

６
年
度

高
学
年

　①量の見込み

計

皇徳寺小 瀬々串小 中名小 喜入小 前之浜小 生見小 一倉小 合計

▲ 18

▲ 91

▲ 109

▲ 68

▲ 68

0

0

0
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事 業 名  子育て短期支援事業 

対象年齢 歳未満の児童 ※緊急一時保護の場合は、その母を含む。 

内 容 

○短期入所生活援助（ショートステイ）事業

児童を養育している家庭の保護者が疾病、出産、看護、育児不安、育児疲れ、

慢性疾患児等の看病疲れ、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張又は学校等の

公的行事への参加等の事由により養育を行うことが一時的に困難となった児童及

び夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の暴力により緊急一時的に保護を必要とする母子の実施施設における一定期間の

養育及び保護を行う。

○夜間養護等（トワイライト）事業

児童を養育している家庭の保護者が仕事の都合等により、平日の夜間又は休日に

不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合、その他緊急の場

合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う。 

量の見込み 
算出の考え方 

量の見込み＝平成 ～ 年度実績の平均値に、平成 年度の児童の人口推計に対

する各年度の同人口推計割合を乗じる

≪参考≫

○ショートステイ 平成 ～ 年度：平均 人日／年

○トワイライト 平成 ～ 年度：平均 人日／年

確保方策の 
考え方 

児童養護施設（４施設）、乳児院（２施設）、母子生活支援施設（３施設）、ファミ

リーホーム（１施設）へ業務委託により実施しており、今後の量の見込みに対して

も、対応可能であることから、現行体制で対応していく。

153 154
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２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

153 154

（単位：人日）【量の見込み及び確保方策】 トワイライト

（単位：人日）【量の見込み及び確保方策】 ショートステイ
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事 業 名  乳児家庭全戸訪問事業

対象年齢 ０歳 

内 容 
生後４か月までの乳児のいる家庭に保健師などが訪問し、子育て支援に関する 
情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境の把握・助言を行い、 
支援が必要な家庭に対しては、適切なサービスの提供に結びつける。 

量の見込み 
算出の考え方 

 
計画期間における年齢各歳別人口（０歳）に、平成 ～ 年度の平均転入者数（転

入によって乳児家庭全戸訪問事業の対象となった者）を見込んだ数値

 

確保方策の 
考え方 

・本事業は、市内助産師会への委託契約及び常勤職員、非常勤職員の訪問により 
実施している。 

・提供体制は現状で確保できていることから、今後の量の見込みに対しても、 
現行体制で対応していく。 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

155 156

（単位：人）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名  
育児支援家庭訪問事業（養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の

者による要保護児童等に対する支援に資する事業） 

対象年齢 概ね１歳未満

内 容 
出産後間もない時期の養育者で、子育てに対して不安等を抱える家庭に対し、

助産師が訪問し、育児相談・指導等を行う。

量の見込み 
算出の考え方 

過去の０歳児人口に対する訪問実人数の割合を、０歳児人口推計に乗じる。

各年度の０歳児人口推計×③＝各年度の予定実人数（量の見込み）

≪参考≫

①平成 ～ 年度の訪問実績の平均 ３か年平均 人

②平成 ～ 年度の０歳児人口の平均 ３か年平均 人

③平成 ～ 年度の０歳児人口に対する訪問実人数の割合の平均

①／②＝

確保方策の 
考え方 

・本事業は、委託契約により訪問支援員を派遣して実施している。

・提供体制は現状で確保できていることから、今後の量の見込みに対しても、現行

体制で対応していく。

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

155 156

（単位：人）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名  すこやか子育て交流館管理運営等事業、親子つどいの広場運営事業、

児童センター運営事業、地域子育て支援センター事業（地域子育て支援拠点事業）

対象年齢 

すこやか子育て交流館管理運営等事業：小学３年生以下の子どもとその家族

親子つどいの広場運営事業：小学校未就学児とその家族

児童センター運営事業：児童（満 歳未満の子ども）、子ども会等

地域子育て支援センター事業：小学校未就学児とその家族

内 容 

家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤立感や不安感の増大に

対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置

により、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子ども

の健やかな育ちを支援する

量の見込み 
算出の考え方 

・すこやか子育て交流館の量の見込みは、全市からの利用が見込まれることから、

平成 年度実績値を基に、全市ベースの人口増減率を加味して算出。

・親子つどいの広場及び児童センターの量の見込みは、平成 年度実績値を基に、

各地域における人口増減率を加味して算出。

・地域子育て支援センターの量の見込みは、未就学児１人当りの利用回数が変動

していることから、平成 年度実績値を基に、各地域における人口増減率と平

成 ～ 年度の 人当たりの利用回数増減率を加味して算出。

・城西、武・田上、谷山北部の 地域に新設する予定の地域子育て支援センターの

量の見込みは、平成 年度の地域子育て支援センターにおける未就学児１人当

りの利用回数を基に、各地域における各年度の未就学児の人口増減率と平成

～ 年度の 人当りの利用回数増減率を乗じて算出。

・上記における令和 ～ 年度における人口は、コーホート変化率法による人口推

計

確保方策の 
考え方 

今後、地域子育て拠点が市内 地域全てに配置されることから、量の見込みと同

等の確保ができると考えている。
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①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
 (参考）
H30実績

全市

中央

上町

鴨池

城西

武・田上

谷山北部

伊敷

吉野

谷山

桜島

郡山

吉田

喜入

松元

157 158

（単位：人日）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名  一時預かり事業（幼稚園型） 

対象年齢 ３～５歳 

内 容 幼稚園等における在園児のうち１号認定子どもを対象とした一時預かり 

量の見込み 
算出の考え方 

・一時預かり事業（幼稚園型）は、幼稚園等の入所児童（１号認定）が利用する

ものであり、教育の量の見込み（１号認定）と密接な関係がある。

・第二期計画では、教育の量を減と見込んでいることから、令和元年度の利用者

数の見込みを元に、教育の量の見込みの減少割合を用いて算出する。

・地域ごとの量の見込みは、令和元年度時点の各地域の１号利用定員の割合で求

める。

確保方策の 
考え方 利用者のニーズや施設の状況に応じて実施する。 

159 160
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２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

中央

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

上町

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

鴨池

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

城西

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

武・田上

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

谷山北部

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

谷山

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

伊敷

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

吉野

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

桜島

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

吉田

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

喜入

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

松元

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

郡山

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

159 160

（単位：人日）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名

一時預かり事業（幼稚園型を除く）

※ファミリー・サポート・センター事業、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）、子育て支援施設に

おける一時預かりは含まれていない。

対象年齢 ０～５歳

内 容 幼稚園等における在園児のうち１号認定子どもを対象とした一時預かり以外

量の見込み

算出の考え方

・保育需要が増加傾向にあり、これに伴い、一時預かり事業の利用者も年々増加傾

向にある。その一方で、就学前児童数は減少しており、利用者の増加は鈍化する

と考えられる。

・このことから、令和元年度の利用者数の見込みに、平成 年から 年の 月

日時点の入所児童数の伸び率である３％に、令和元年から 年度の就学前児童数

の減少率２％を各年度乗じたもので見込んだ増加率を乗じて算出する。

確保方策の

考え方
利用者のニーズや施設の状況に応じて実施する。

161 162
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２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

中央

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

上町

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

鴨池

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

城西

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

武・田上

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

谷山

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

伊敷

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

吉野

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

桜島

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

吉田

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

喜入

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

松元

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

郡山

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

谷山北部

161 162

（単位：人日）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名  病児・病後児保育事業（病児保育事業） 

対象年齢 ０歳～小学校６年生 

内 容 
保育所に入所中の児童等が病気の回復期にあるため、集団保育等が困難である期間

において、一時的に児童を預かることにより、当該児童の保護者の子育てと就労等

との両立を支援する。 

量の見込み 
算出の考え方 

平成 年度の利用実績とキャンセル待ち児童数の合計を、量の見込みとする。 

確保方策の 
考え方 

９施設の小児医療機関への業務委託により実施しており、今後の量の見込みに対し

ても、現行の体制で対応する。 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－① 

163 164

（単位：人日）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名 ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）

対象年齢 ０歳～ 歳

内 容

育児や家事の援助を依頼する依頼会員、援助を行う提供会員及びどちらも可能な

両方会員で組織されるファミリー・サポート・センターを設置し、会員同士による

相互援助活動を実施し、子育てに関する負担の軽減及び児童福祉の向上を図る。

量の見込み

算出の考え方

・平成 年度の実績数をベースに、コーホート変化率法による各年度の人口推計

の増減率と過去の活動件数の増減率を加味して算出。

・妊婦への家事援助については０歳児に含んで算出。

確保方策の

考え方
現行体制を維持しながら、利用者のニーズに対応する。

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

①量の見込み

②　確保方策

②－①

全市

9～11歳

12～18歳

0～5歳

6～8歳

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
 (参考）
H30実績

163 164

（単位：人日）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名  妊婦健康診査・健康相談事業（妊婦に対して健康診査を実施する事業） 

内 容 
妊娠・出産の安全性の確保及び健診にかかる経済的負担の軽減を図るため、 
妊婦健康診査を公費で実施する。 

量の見込み 
算出の考え方 

下記の≪参考１≫で算出した妊娠届出数に、平成 ～ 年度の一人当たり平均受

診回数（ 回）を乗じて算出する。

≪参考１：妊娠届出数≫

令和元年度の妊娠届出数を、平成 ～ 年度の妊娠届出数の実績値平均に、平

成 ～ 年度の妊娠届出数の平均減少率を乗じて算出する。以降、算出した令

和元年度の妊娠届出数を起点に、平均減少率を乗じて妊娠届出数を算出する。

≪参考２：受診回数 回≫

・妊娠 週まで ：４週間に１回

・ 週から 週 ：２週間に１回

・ 週から出産まで：１週間に１回

 

確保方策の 
考え方 

・本事業は、全国の医療機関等で実施している。 
（県内協力医療機関等は委託契約、県外受診は償還払い） 

・提供体制は現状で確保できていることから、今後の量の見込みに対しても、 
現行体制で対応していく。 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域 

①量の見込み 

②確 保 方 策  

②－① 

165 166

（単位：回）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名  利用者支援に関する事業（利用者支援事業基本型分） 

内 容 
子育て家庭にとって身近な場所で相談に応じ、その個別のニーズを把握して、 
適切な施設や子育て支援事業等の利用に結び付ける支援を行うとともに、子育て 
応援ポータルサイト等を活用し、積極的な情報提供を図る。 

量の見込み 
算出の考え方 

すこやか子育て交流館及び３親子つどいの広場（東部、南部、北部）にて実施して

いる利用者支援事業を、令和４年度から西部親子つどいの広場でも実施する。 

確保方策の 
考え方 

量の見込みの算出の考え方に同じ。 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域 

①量の見込み  

②確 保 方 策  

②－① 

165 166

（単位：か所）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名 保育コーディネーター配置事業（利用者支援事業特定型分）

内 容

共働き家庭等の増加に伴い、勤務も様々な形態となり、保育ニーズも多様化してき

ていることから、保育コーディネーターを配置し、保育を必要としている世帯の相

談に応じ、それぞれのニーズに合ったサービスの情報を提供することで保護者の選

択肢を増やすとともに、待機児童の減少を図る。

量の見込み

算出の考え方
本庁、谷山支所、伊敷支所、吉野支所の４か所に保育コーディネーターを配置する。

確保方策の

考え方
量の見込みの算出の考え方に同じ。

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

167 168

（単位：か所）【量の見込み及び確保方策】 
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事 業 名 利用者支援に関する事業（利用者支援事業母子保健型分）

内 容
妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供

する「子育て世代包括支援センター」を設置し、母子保健に関する相談に対応する。

量の見込み

算出の考え方

保健師等の専門職が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて関係機

関と協力して支援プランを策定することにより、妊産婦等に対し、きめ細かい支援

を実施するものであるため、５保健センター（北部、東部、西部、中央、南部）

を「子育て世代包括支援センター」として位置づけ、実施する。

確保方策の

考え方
量の見込みの算出の考え方に同じ。

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（参考）

実績

全市域

①量の見込み

②確 保 方 策

②－①

167 168

（単位：か所）【量の見込み及び確保方策】 
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４　子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該
　　教育・保育の推進等に関する体制の確保の内容

⑴　認定こども園の設置数、設置時期その他認定こども園の普及に
係る考え方

子ども・子育て支援新制度では、教育と保育を一体的に行う施設として認
定こども園の普及を図ることとしています。
認定こども園は、保護者の働いている状況に関わりなく利用でき、保護者
の就労状況が変わった場合でも通い慣れた園を継続して利用できるという特
長があります。
そのため、確保方策が不足する地域にあっては、需要と供給のバランスを
考慮しつつ、幼稚園・保育所から幼保連携型認定こども園への移行を進めま
す。
また、幼稚園型認定こども園については、教育時間終了後に預かり保育を
利用する子どもの保育需要に対応できることから、基準を満たす場合、認定
することとします。

⑵　質の高い教育・保育、地域の子育て支援の役割及びその推進方策

子ども・子育て支援新制度は質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て
支援事業の提供を通じて、全ての子どもが健やかに成長できるように支援す
るものです。
そのため、幼稚園教諭・保育士・保育教諭等の処遇改善、業務負担軽減な
どの労働環境への配慮、教育・保育等を行う者に対する適切な指導監督・評
価等の実施、教育・保育施設における自己評価等を通じた運営改善、及び保
育・幼稚園関係団体への助成を通じた研修の充実等による資質の向上など、
質の高い教育・保育等に向けた各種施策を推進します。

169 170
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⑶　教育・保育施設等と小学校との連携

認定こども園、幼稚園、保育所と小学校等との円滑な接続を推進する観点
から、子どもの育ちを小学校につなぐために、幼・保・小連絡会等を通じ、
小学校との連携の推進に努めます。

⑷　子育てのための施設等利用給付の円滑な実施

子育てのための施設等利用給付の実施に当たっては、公正かつ適正な支給
の確保、保護者の経済的な負担軽減に加え、保護者の利便性の向上及び施設
の事務負担軽減等の観点を踏まえ、支給の方法や回数など、事務を適切に実
施します。
また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監査などの事務につい
ては、県や事業者とも連携し、適正な事務の実施に努めます。

169 170


